
採 決 結 果

議第６２号 平成２７年度（2015）出雲市一般会計第４回補正予算

※ 詳しい内容は下記のリンク先からご覧ください。
財政課ＨＰ【平成２７年度(2015)１２月補正予算の概要】
（議第６３号も同様）

議第６３号 平成２７年度（2015）出雲市浄化槽設置事業特別会計第１回補正予算

議第６４号
地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例の一
部を改正する条例

○ 「地域再生法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、本社機
能等を有する施設を新増設した認定事業者に対し、固定資産税の不均一
課税を行うため、所要の改正を行うものです。

議第６５号 出雲市都市公園条例の一部を改正する条例

○ 「出雲市行財政改革大綱」及び「出雲市公共施設のあり方指針」に基づ
き、本年１２月末をもって斐川公園集会所（寿昌園）を廃止すること等
に伴い、所要の改正を行うものです。

議第６６号
出雲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及
び出雲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

○ 「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令」が施行
されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

議第６７号 出雲市手数料条例及び出雲市火入れに関する条例の一部を改正する条例

○ 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が
施行されたことに伴い、引用する法律名等を改めるため、所要の改正を
行うものです。

議第６８号 出雲市税条例等の一部を改正する条例

○ 「地方税法等の一部を改正する法律」が公布されたこと等に伴い、所要
の改正を行うものです。

議第６９号 公の施設の指定管理者の指定について（平田福祉館）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「社会
福祉法人出雲市社会福祉協議会」を指定することについて、議会の議決
を求めるものです。

議第７０号 公の施設の指定管理者の指定について（多伎地域福祉センター）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「社会
福祉法人出雲市社会福祉協議会」を指定することについて、議会の議決
を求めるものです。

議第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（湖陵福祉センター）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「特定
非営利活動法人ＩＺＵＭＯ自立支援センター」を指定することについ
て、議会の議決を求めるものです。

議第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（さんぴーの出雲）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「さん
ぴーの出雲管理委員会」を指定することについて、議会の議決を求める
ものです。

原 案 可 決
（12月18日議決）
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議第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（出雲市伊野児童館）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「伊野
地区自治協会」を指定することについて、議会の議決を求めるもので
す。

議第７４号
公の施設の指定管理者の指定について（大社文化プレイスうらら館・出
雲市民会館・ビッグハート出雲・平田文化館）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「公益
財団法人出雲市芸術文化振興財団」を指定することについて、議会の議
決を求めるものです。

議第７５号
公の施設の指定管理者の指定について（出雲文化伝承館・平田本陣記念
館）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「公益
財団法人出雲市芸術文化振興財団」を指定することについて、議会の議
決を求めるものです。

議第７６号 公の施設の指定管理者の指定について（パルメイト出雲及び公開空地）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「株式
会社フロンティアいずも」を指定することについて、議会の議決を求め
るものです。

議第７７号 公の施設の指定管理者の指定について（出雲市目田森林公園）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「株式
会社すばる企画」を指定することについて、議会の議決を求めるもので
す。

議第７８号 公の施設の指定管理者の指定について（出雲市うさぎ森林公園）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「うさ
ぎ森林公園管理組合」を指定することについて、議会の議決を求めるも
のです。

議第７９号 公の施設の指定管理者の指定について（出雲市飯の原農村公園）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「吉栗
ドリーム」を指定することについて、議会の議決を求めるものです。

議第８０号 公の施設の指定管理者の指定について（出雲市今在家農村公園）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「農事
組合法人あかつきファーム今在家」を指定することについて、議会の議
決を求めるものです。

議第８１号 公の施設の指定管理者の指定について（出雲市いちじくの里）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「株式
会社いちじくのさと多伎」を指定することについて、議会の議決を求め
るものです。

議第８２号 公の施設の指定管理者の指定について（佐田総合資源リサイクル施設）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「有限
会社エコプラント佐田」を指定することについて、議会の議決を求める
ものです。
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議第８３号
公の施設の指定管理者の指定について（出雲市駅北駐車場・出雲市駅南
駐車場・出雲市駅北口広場駐車場・出雲市駅南口広場駐車場・出雲市駅
東駐輪場・出雲市駅西駐輪場）

○ 当該施設の指定管理者として、平成２８年４月１日から５年間、「出雲
ターミナル株式会社」を指定することについて、議会の議決を求めるも
のです。

議第８４号
工事委託協定の締結について（市道柳谷田儀駅前線赤谷橋改築工事に伴
う山陰本線小田・田儀間赤谷橋改築工事委託）

○ 市道の改築工事に伴う山陰本線小田・田儀間赤谷橋改築工事の委託協定
について、議会の議決を求めるものです。

議第８５号 市道路線の廃止について

○ 一般国道９号出雲バイパス整備事業等に伴い、４路線を、起点又は終点
を変更したうえで再認定するために一旦廃止するものです。

議第８６号 市道路線の認定について

○ 議第８５号により一旦廃止した４路線を、起点又は終点を変更したうえ
で再認定するもののほか、塩冶地区、神西地区、斐川地区にある合計５
つの路線を新たに認定しするものです。

議第８７号 いずも福祉用具プラザの設置及び管理に関する条例を廃止する条例

○ 「出雲市行財政改革大綱」及び「出雲市公共施設のあり方指針」に基づ
き、平成２８年３月３１日をもって、当該施設を廃止し、翌４月１日に
民間譲渡するため、関係条例の廃止について、議会の議決を求めるもの
です。
（議第８９号に関連）

議第８８号 北山健康温泉保養施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

○ 「出雲市行財政改革大綱」及び「出雲市公共施設のあり方指針」に基づ
き、平成２８年３月３１日をもって、当該施設を廃止し、翌４月１日に
民間譲渡するため、関係条例の廃止について、議会の議決を求めるもの
です。
（議第９０号に関連）

議第８９号 建物の無償譲渡について（いずも福祉用具プラザ）

○ 「出雲市行財政改革大綱」及び「出雲市公共施設のあり方指針」に基づ
き、平成２８年３月３１日をもって、当該施設を廃止し、翌４月１日に
民間譲渡するため、建物の無償譲渡について、議会の議決を求めるもの
です。
（議第８７号に関連）

議第９０号 建物の無償譲渡について（出雲市北山健康温泉保養施設）

○ 「出雲市行財政改革大綱」及び「出雲市公共施設のあり方指針」に基づ
き、平成２８年３月３１日をもって、当該施設を廃止し、翌４月１日に
民間譲渡するため、建物の無償譲渡について、議会の議決を求めるもの
です。
（議第８８号に関連）

請願第１１号
「人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定を求
める」に関する請願

○ 本請願はヘイトスピーチに対して処罰する法律の制定を求めるものであ
り、このことは、表現の自由の観点から慎重に考えるべきであること。
また現在、国会で慎重審議中であり、法律の規制を求めることは、現段
階では議論が不十分であるため、今、市議会として意見書を提出するこ
とは時期尚早であるため。
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